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○ラーク所沢条例施行規則 

平成15年12月19日規則第67号 

改正 

平成17年３月25日規則第26号 

平成25年11月29日規則第62号 

令和２年６月12日規則第36号 

令和６年11月25日規則第53号 

ラーク所沢条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、ラーク所沢条例（平成15年条例第39号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用の許可の申請） 

第２条 条例第６条の規定によりラーク所沢（以下「ラーク」という。）の利用の許可

を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、ラーク所沢利用（変更）申請書

（様式第１号）を指定管理者（条例第２条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）

に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。 

２ ラークの利用の許可の申請は、ラークを利用しようとする日（以下「利用希望日」

という。）の属する月の３月前の月の初日（その日が条例第５条の休館日に当たると

きは、同日後最初に到来する利用に供する日）から利用希望日までに行うことができ

る。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

３ 申請者は、申請を行った日から２週間以内に施設利用許可書兼領収書（様式第２号）

の交付を受けなければならない。 

（利用の許可） 

第３条 ラークの利用の許可は、申請の順とする。 

２ 指定管理者は、ラークの利用又は許可事項の変更を許可した場合で、条例第10条に

規定する利用料金（以下「利用料金」という。）の納入を受けたときは、施設利用許

可書兼領収書を申請者に交付するものとする。 

３ 指定管理者は、ラークの利用を許可しないときは、その理由を付して申請者に通知

するものとする。 

（予約システムによる利用の許可の申請等） 
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第４条 公共施設予約システム（以下「予約システム」という。）の利用登録を受けた

者は、第２条第１項に規定する申請書の提出に代えて、予約システムによりラークの

利用の許可の申請を行うことができる。 

２ 前項の利用登録は、所沢市公共施設利用者カード登録（変更）申請書（様式第３号）

により申請しなければならない。登録された事項を変更しようとするときも同様とす

る。 

３ 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、利用登録を行うとともに、所沢市公共施設利用者カード（様式第４号）

を交付するものとする。 

４ 予約システムの利用登録の有効期間は、登録の日から同日後最初に到来する６月30

日までとする。 

５ 第１項の申請は、第２条第２項本文の規定にかかわらず、利用希望日の属する月の

３月前の月の５日から利用希望日の前日まで行うことができる。 

６ 第１項の申請の受付時間は、午前０時から午後12時までとする。 

（利用の取消し） 

第５条 利用者は、利用の許可の取消しの申出をしようとするときは、ラーク所沢利用

取消申出書（様式第５号）に施設利用許可書兼領収書を添え、これを速やかに指定管

理者に提出しなければならない。 

（トレーニングルームの利用手続） 

第６条 トレーニングルームを利用しようとする者は、第２条及び第３条の規定にかか

わらず、講習会を終了したことを証する書類を提示し、当日利用券兼領収書（様式第

６号）の交付を受けることにより、その許可を受けたものとみなす。 

２ 当日利用券兼領収書は、利用料金と引換えに交付するものとする。 

（利用料金減免の手続） 

第７条 条例第11条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、ラーク所沢

利用料金減免申請書（様式第７号）を提出しなければならない。 

（遵守事項） 

第８条 指定管理者は、ラークの遵守事項を定め、また、管理上必要があるときは、そ

の都度適宜指示することができる。 

（毀損等の届出） 
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第９条 ラークの施設、設備又は器具を毀損し、又は滅失した者は、速やかに指定管理

者に届け出て、その指示に従わなければならない。 

（管理上の立入り） 

第10条 指定管理者は、ラークの管理上特に必要があると認めるときは、利用を許可し

た施設に関係職員を立ち入らせることができる。 

（原状回復の点検） 

第11条 利用者は、条例第14条第１項の規定により原状に復したときは、関係職員の点

検を受けなければならない。 

（委任） 

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月25日規則第26号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年11月29日規則第62号） 

この規則は、平成25年12月６日から施行する。 

附 則（令和２年６月12日規則第36号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年11月25日規則第53号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年11月28日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則に規定する様式により交

付されている施設利用許可書兼領収書は、この規則による改正後の各規則に規定する

様式により交付された施設利用許可書兼領収書とみなす。 
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様式第１号 
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様式第２号 
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様式第３号 
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様式第４号 
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様式第５号 
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様式第６号 
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様式第７号 

 


